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議案第111号 説明資料 

幕別町発達支援センター条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町発達支援センター条例 
（平成24年３月23日 条例第８号） 

 

（設置） 

第１条 障害児及び発達に支援の必要な児童（以下「児童」という。）に対

し、専門的な相談、指導、療育等を行い、その心身の発達を総合的に支援す

るため、幕別町発達支援センター（以下「センター」という。）を設置す

る。 

 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 幕別町発達支援センター 

位置 幕別町新町122番地１ 

 

 

 

 

第３条～第６条   略 

  

 

 

 

 

 

 

○幕別町発達支援センター条例 
（平成24年３月23日 条例第８号） 

 

（設置） 

第１条 障害児及び発達に支援の必要な児童（以下「児童」という。）に対

し、専門的な相談、指導、療育等を行い、その心身の発達を総合的に支援す

るため、幕別町発達支援センター（以下「センター」という。）を設置す

る。 

 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 幕別町発達支援センター 

位置 幕別町新町122番地１ 

２ センターに次のとおり分室を置く。 

名称 幕別町発達支援センター忠類分室 

位置 幕別町忠類白銀町384番地10 

 

第３条～第６条   略 


